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令和６年  八潮市農業委員会５月総会  議事録 

 

１ 開 催 日 令和６年５月２４日（金） 

２ 開催時間 午後２時００分から 

３ 会  場 市役所会議室３－４ 

 

４ 出席委員 １４名 

  会長      １番 小早川喜一 

  会長職務代理者 ２番 鈴木 新一 

  委員      ３番 大塚 一宏      ９番 田中 幸夫 

          ４番 齋藤 富子     １０番 松田 淳一 

          ５番 福岡 達則     １２番 石井 清巳 

          ６番 飯山 敏行     １３番 関根 幸子 

          ７番 新井 孝美     １４番 荻野  透 

          ８番 鈴木  隆     １５番 臼倉 明久 

                      ( １１番 欠 員 ) 

 

５ 欠席委員  なし 

 

６ 議事日程 

  第１ 会長挨拶 

  第２ 議事録署名人の選任 

  第３ 書記任命 

  第４ 議  事 

      議案第６号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明の件 

 

７ 協議事項 

      令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の 

      公表について 

      八潮市水道運営委員会委員の推薦について 

 

８ 転用等届出受理報告 

      報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出の件 
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      報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出の件 

 

９ その他 

 

10 農業委員会事務局職員 

  局長    瀧沢 昭仁 

  係長    平野 麗子 

  主任    五十嵐陽子 
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開会 午後 ２時００分 

 

◎開会の宣告 

○事務局長 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまより八潮市農業委員会５

月総会を開会いたします。 

  定足数につきましては、農業委員会等に関する法律第27条第３項に、「総会は、現に在任

する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。」とございます。在任委員は14

名ですので、８名以上の委員の出席が必要となります。 

  本日は欠席者がおりませんので、定足数に達しており、本日農業委員会は成立しているこ

とをご報告いたします。 

  それでは、開会に先立ちまして、小早川会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会長挨拶 

○会長 皆様、改めましてこんにちは。 

  お暑い中を５月農業委員会総会にご出席いただきまして、ありがとうございます。 

  八潮ではなかなかこういう光景は、北のほうに行けば見られるんだと思いますけれども、

早苗が風になびいている、そういう光景が田園地帯では今見られるところでございます。 

  過日、５月14日に埼葛地方協議会総会がございまして、瀧沢局長と私が出席してまいりま

した。そして、５月18日土曜日にはふるさと体験教室ということで、商工会の青年部主催、

青耕会が協力いたしまして、八條の水田で田植えが行われまして、50組の申込みがあったと

ころでございます。本日の資料の中にもございますけれども、明日、やしお駅前公園で枝豆

ヌーヴォー祭が行われます。５月28日火曜日でございますけれども、四市町の農政研究会が

松伏のほうで行われます。私と職務代理と、局長と係長が出席する予定でございます。６月

に入りますと、16日には枝豆大感謝祭が、やはり同じくやしお駅前公園で行われます。 

  もう５月も月末となりまして、６月に入っていきますけれども、昨年の大雨ですね、６月

２日、ちょうどこの日は四市町の農政研究会のある日でございまして、八潮が幹事の年でし

た。ちょうどそのとき事務局が英断して中止をして事なきを得たということで、その夜、中

川、あるいは綾瀬川が氾濫する危険があったというような大雨になった事件がございました。

これから梅雨に入ると思うんですけれども、最近は線状降水帯というようなものがありまし

て、大量に降雨があるということで、災害がないように願いたいと思います。 

  以上でございます。 
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  本日も協議よろしくお願いいたします。 

○事務局長 ありがとうございました。 

  なお、本日の傍聴者につきましては出席の方がおりませんので、ご報告申し上げます。 

  ここで、資料の確認をさせていただきます。 

  資料の不足、乱丁等がある場合は、恐れ入りますが、手を挙げてお知らせください。 

① 八潮市農業委員会５月総会次第               Ａ４横 

② 令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他 

事務の実施状況の公表                   （資料‐１） 

③ 八潮市水道運営委員会委員の推薦について（依頼）      （資料‐２） 

④ 生産緑地の買取り申出に伴う取得のあっせんについて（依頼） （資料‐３） 

⑤ 農業者年金受給権者現況届について             （資料‐４） 

⑥ 働きやすい服装の通年実施（本格実施）について（通知）   （資料‐５） 

⑦ 枝豆ヌーヴォー祭チラシ                  （資料番号なし） 

⑧ （HP写し）農業委員会委員の欠員募集に係る推薦及び応募の状 

     況について（中間公表）             （資料‐６） 

⑨ 視察研修会行程表（案）                  （資料‐７‐１～３） 

⑩ 農業委員会活動記録簿（５月～６月分）           （資料番号なし） 

  以上10点となります。資料の漏れ等はないでしょうか。 

  ないようですので、資料の確認を終わらせていただきます。 

  それでは、次第に基づいて議事に入りたいと思います。 

  議事の進行につきましては、八潮市農業委員会総会会議規則第４条の規定に、「会長は、

総会の議長となり議事を整理する。」とうたわれておりますので、小早川会長に議事の進行

をよろしくお願いします。 

  次第３の議事録署名人の選任から次第８のその他まで、よろしくお願いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事録署名人の選任 

○議長 それでは、次第に基づきまして進めたいと思います。 

  次第３の議事録署名人の選任についてでございますが、こちらからご指名してよろしいで

しょうか。 

─── 委員より「はい」の声あり ─── 

○議長 ありがとうございます。 
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  それでは、５番、福岡達則委員、13番、関根幸子委員にお願いをしたいと思います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎書記任命 

○議長 次に、次第４の書記任命でございますが、瀧沢事務局長にお願いいたします。 

○事務局長 はい。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６号の上程及び提案理由の説明、質疑、採決 

○議長 それでは、次第５、議事に入ります。 

  議案第６号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明の件、番号①、番号②と

ございますが、申請者が同じですので、合わせて事務局より説明をお願いします。 

○事務局 次第の１ページをご覧ください。 

  議案第６号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願いについてです。 

  番号１、買取り申出する生産緑地の所在、○○○から○○○、登記地目は畑、現況も畑、

○○平米でございます。番号２、○○○から○○○、登記地目は畑、現況も畑です。合計が

○○○平米でございます。 

  主たる従事者の住所・氏名が、○○○、○○○、申出者の住所・氏名は同じです。買取り

申出の生じた日及び理由については、令和６年○月○日、主たる従事者の故障でございます。 

  次に、場所の説明を行います。隣の２ページをご覧ください。 

  市役所の○側の出口を出まして、○つ目の信号で○○○線、○○○通りの交差点を○折し、

次の信号、○手に○○○のある交差点を○折、○○○通りを○○して、○つ目の○○交差点

を○折し○方向に○○キロほど進みますと、○○○の○○をくぐりまして○○○の交差点、

○手に○○○がある交差点に当たります。その交差点を○折し、○つ目の交差点、○○○交

差点を○折しますと、議案６の１でございます。また、同じく○○○の交差点を○折し、す

ぐに○折、さらに○○○の○○○の脇を通って○つ目の丁字路を○折しますと、議案６の２

となります。 

  現地の様子が、１枚めくっていただいて３ページ目でございます。①と②が議案６の１で

ございます。写真の③と④が議案６の２の写真となります。 

  以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 
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  それでは、同議案につきまして、地区担当の15番、臼倉明久委員より、現地調査の結果並

びに補足説明がございましたら、お願いいたします。 

○１５番（臼倉明久委員） 15番、臼倉です。 

  先日、５月20日に議案第６号番号１、２の農地を現地調査確認したところ、適正に利用さ

れていた生産緑地であることを確認しました。現在も管理の行き届いた農地でございました。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局と15番、臼倉明久委員より、生産緑地にかかる農業の主たる従事者につい

ての証明の件についてご説明がございました。 

  何かご質問、ご意見等がございましたら、挙手にて、自分の座席番号、氏名を述べてから

発言をお願いいたします。 

  ３番、大塚委員。 

○３番（大塚一宏委員） ３番、大塚です。 

  この人は、この２か所というか、これだけではないですよね、生産緑地は、恐らく。あと

どのぐらい残っているんですか。 

  このほかの生産緑地も管理状態なんですか。作付というか、ではない。 

○１５番（臼倉明久委員） 私、○○○さんちにも訪問しまして、家の周りの農地に関しまし

ては、作付はされていませんが管理はされております。 

○３番（大塚一宏委員） だから、ほかは全部管理状態ということなの。 

○１５番（臼倉明久委員） はい。少し、家で食べるような野菜は植えてありましたが、コマ

ツナなどは今、植えていない状態でした。 

○３番（大塚一宏委員） 分かりました。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  ６番、飯山委員。 

○６番（飯山敏行委員） ６番、飯山です、すみません。 

  この案件なんですけれども、主たる従事者の故障と書いてあるんですけれども、これって、

○○さんが病気か何かなんですか。生産緑地外すということは、病気の場合だと、30年ルー

ルが見える場合とかってあるんですけれども。 

○１５番（臼倉明久委員） 病気です。 

○６番（飯山敏行委員） 病気なんですか。分かりました。 

○事務局 すみません、主たる従事者についての証明願いで、故障の場合、診断書を添付して

いただいているんですけれども、○月○日付で市内の病院の診断書をいただいているんです
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が、○○症候群、○○症、あと○○○、こちらにより農作業できないということで、診断が

出ております。 

○６番（飯山敏行委員） そういうことなんですか。病気ということなんですね、外したいと

いうことですね。はい、分かりました。 

○議長 ほかにございますか。 

  大塚委員。 

○３番（大塚一宏委員） ちなみになんですけれども、いつからそういう状態なんですか。 

○１５番（臼倉明久委員）いつからなのかはわかりません。 

○３番（大塚一宏委員） 知らないですか。分かりました。 

○２番（鈴木新一委員） 個人情報があるんであれですけれども、許されるんであれば、この

従事者の故障というのは、身障何級とかって、そういう基準があるんですか。そういうこと

はないんですか。ただ、農業に従事できないという診断書が。 

○事務局 著しく障害があるとか、目とか体が不自由になったとかっていろいろ基準がありま

すけれども、あと、その他事項で農業委員会でこういう審議をした際に、これ以上農作業が

できないという診断書にも記されているんで、そういうことが書いてあれば判断基準となり

ます。 

○議長 診断書を基準に判断する。 

○事務局 そうです、はい。 

○６番（飯山敏行委員） すみません、いいですか。 

  たしかそれって特例があると思うんですよ。困難な場合は解除することができるって、た

しか特例があったなとは記憶しているんですけれども、ちょっと補足なんですけれども、そ

れに伴って、これ、外せということは、税金も免除されていることじゃないですか。それっ

て遡って何年、普通、途中で解除かけると、そこまでたまった利息まで含めて払いなさいと

いうのが出るんですけれども、この場合には、特例の場合には税金は発生しないんですか、

認められた場合に。 

○事務局 あくまでも農業委員会では、こちらの方が主たる従事者であったかどうか、という

証明だけなので、あと税関係ですとか、公園みどり課の判断、担当になります。 

○６番（飯山敏行委員） はい、分かりました。 

○３番（大塚一宏委員） 次回の総会までに調べておいてください。 

○事務局 はい。 

○３番（大塚一宏委員） 僕も知りたい。持っていないけれども。 

○６番（飯山敏行委員） 結構聞かれることがありますので。 

○３番（大塚一宏委員） だから、過去に遡って取られるのか、特例なのか。 
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○議長 その辺、調べていただくよう、お願いいたします。 

  ほかにございますか。 

─── 委員より意見なし ─── 

○議長 ないようでしたら、挙手にて採決をしたいと思います。これ、①と②がございますの

で、それぞれ挙手をお願いいたします。 

  議案第６号の番号①につきまして、原案のとおり賛成の方の挙手をお願いいたします。 

─── 挙手全員 ─── 

○議長 挙手全員でございます。本案は原案のとおり可決いたします。 

  次に、議案第６号の番号②につきまして、原案のとおり賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。 

─── 挙手全員 ─── 

○議長 ありがとうございます。挙手全員でございますので、本案も原案のとおり可決いたし

ます。 

  議案は以上となります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎協議事項 

○議長 次に、次第６、協議事項 令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況そ

の他の事務の実施状況の公表について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 お手元にある資料‐１と書いてある資料に基づいてご説明をさせていただきます。 

  この資料は、資料７ページにございます丸印で写しとあります農林水産省局長通知、農業

委員会による最適化活動の推進等についてに基づいて行う事務でございます。 

  ３月の総会で、この文書に基づいて令和６年度の活動計画というのを総会に諮り、ホーム

ページに公表いたしましたが、その際もこちらの局長通知をつけさせていただきました。 

  めくっていただいて、こちら８ページをご覧ください。 

  ページ数がちょっと多いので、局長通知は抜粋しております。８ページの中ほど、３番、

「最適化活動の記録及び点検・評価の実施」というところの、次のページ、９ページ目、

（２）「農業委員会の最適化活動の点検・評価の実施」で、「農業委員会は、毎年度、翌年

度の５月末までに、総会において、農業委員会の最適化活動の実施状況及び最適化活動の目

標の達成状況について、点検・評価するものとする。」とあります。この公表について、同

じく９ページ目の中ほどの４の（１）と（２）の点検・評価結果等の公表、報告等というと

ころで、「毎年度、活動年度翌年度の６月末までにインターネットの利用その他適切な方法
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で行うものとする」とあります。今回で言えば、活動年度というのは昨年の令和５年度の活

動状況を、来月、６月までにインターネットで公表しないといけないということが定められ

ておりまして、そういうことから、本日総会で皆さんに確認いただいて、令和５年度の活動

状況について、ホームページに載せようというものでございます。これが、今回ご説明する

理由です。 

  戻っていただいて、１ページのほうをご覧ください。 

  この１ページが定められた別紙様式５ということで、令和５年度農業委員会の農地利用の

最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表となります。 

  １ページ目の「Ⅰ農業委員会の状況」というのは、これは昨年、１年前に令和５年度の最

適化活動の目標ということで、今回と同じように総会に諮って定め、ホームページに載せて

いる内容なんですが、ここは１年前の５年４月１日現在の状況ということで、このとき記載

したものをそのまま転記したものになります。 

  １枚めくっていただいて、２ページ目をご覧ください。ここからが、令和５年の最適化活

動の実施状況となります。 

  まず１番目で、最適化活動の成果目標、（１）で農地の集積という項目になります。こち

らの１年前の現状が、これまでの集積面積は23.4ヘクタールとなっております。この集積

面積といいますのは、認定農業者の方々が耕作している面積の合計でございます。５年の４

月現在で集積率は15.3％でございます。 

  下にいきまして、これに対しての目標が、目標年度が令和12年度、集積率50％となりま

すが、これは、埼玉県の基本方針に掲げられている数字で、それと同じようにしてください

というふうなことですので、このようにしてあります。これに向けた令和５年度の新規集積

面積は6.6ヘクタール、令和５年度末の集積面積の累計は30ヘクタールという目標を設定し

ておりました。これに対する実績が、下の３番、５年度の新規集積面積が0.09ヘクタール、

918平米です。令和５年度末の集積面積が23.49ヘクタールということで、目標に対する達

成状況は、計算しまして78.3％となりました。点検結果としまして、農地法第３条や利用

権の設定による新規集積が５件あった一方で、生産緑地地区において、相続発生などに伴う

買取り申出が複数発生したことによる要因で減少する面積もあり、目標値の達成が困難な側

面があるとしております。 

  次に、（２）番、遊休農地の発生防止・解消につきまして、令和５年度当初の現状では、

緑区分の遊休農地が1.3ヘクタールと。緑区分の遊休農地といいますのが、草刈りなどをす

ることで農地として耕作できるというような土地を指しまして、隣の黄色区分というのが重

度の遊休農地、重機を持ってきて基盤整備を大々的にやらないと復旧しないような遊休農地

です。八潮市内の遊休農地は全て緑区分となっております。この緑区分の遊休農地が1.3ヘ
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クタールという現状に対して、目標がその下の②、0.26ヘクタールという設定でした。 

  次、３ページにいきまして、これに対する実績が、令和５年度の遊休農地解消面積が

0.11ヘクタールということで、達成状況は40.8％という結果となりました。 

  その下、（３）の新規参入の促進につきましては実績がございません。 

  １枚めくって、４ページをご覧ください。 

  上のほうで、新規参入の実績は達成率ゼロ、このようになっております。 

  中段の２の最適化活動の活動目標、こちらは、１年前に１人当たりの活動日数、月７日と

設定いたしました。 

  （２）活動強化月間といたしまして、10月、12月、２月の３回を設定しておりました。

これに対する実績が、11月に遊休農地の解消として、遊休農地が確認された67筆の農地所

有者に文書を送付、そのうちの24筆、１万1,500平米の農地について解消に向けた対応が示

されました。12月も強化月間としまして、遊休農地の解消という項目を設けまして、合同パ

トロールは実施できなかったが、個別にパトロールを実施、諸事情により自らの農地管理の

困難な所有者に対し、草刈り業務の委託方法などについて助言をしたとしております。３回

目の強化月間としまして２月、こちらは、農地の集積としまして、農地管理に苦慮している

土地所有者に対し利用権設定制度について説明するとともに、担い手に情報提供し、495平

米の集積に結びついたこと、ここは、○○○さんが○○○さんから借りて利用権の設定に結

びついているというのを、一応指して数字を入れております。 

  またちょっとめくっていただきまして、５ページをご覧ください。 

  こちらが、新規参入相談会への参加につきまして設定しております。目標が１回、これに

対しまして、昨年度、令和５年度は大塚委員と新井委員に新・農業人フェアに参加していた

だきましたので、それが実績となっております。こちらの実績は合計１回となっております。 

  そして、これから先が最終的な結論ですが、その下の目標の達成状況の評語というところ

があります。これ、まず、農業委員会の活動状況に対する評語でございますが、ちょっとこ

こでページを移っていただいて、後ろのほう、17ページ、18ページをご覧いただきたいで

す。 

  こちらの17、18ページというのが、１年間の農業委員会の活動に対する評語の定め方で

ございまして、17ページの下の表２のほうをご覧いただきたいです。ここの項目に沿って点

数をつけますが、まず（１）成果目標の農地の集積につきまして、先ほどは78.3％でした

ので、90％未満の１点です。②番の緑区分の遊休農地、先ほど40.8％でしたので、ここも

90％未満で、点数が１点です。新規参入の促進も実績がございませんでしたので１点で、今

のところ累計が３点です。（２）の活動目標にいきまして、先ほど活動強化月間の実施とし

て、３か月分実施したという結果になっております。ここで１点。新規参入相談会へも参加
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しましたので１点、合計５点カウントできます。 

  ５点になりますと、上の表のほうの５点以上10点未満に該当しますので、「目標に対して

期待どおりの結果が得られた」といったような評価になります。これが、この表の結果に従

いまして、５ページに記載させていただいております。 

  ５ページのほう一番最後、推進委員等の点検・評価結果。八潮市の場合は、農業委員さん

の点検・評価結果となります。ここもこれを下回ることがないように、皆さんに毎月活動状

況をいろいろとご協力いただいてありがとうございます。ここにつきまして、18ページ、委

員さんの活動結果を点数で表すための点数の数え方ですが、まず下の表２のほうをご覧いた

だきたいです。 

  （１）の①番から③番、農地の集積、緑区分の遊休農地の解消、新規参入の促進につきま

しては、それぞれ９０％未満ですので、１点、１点、１点、（１）で合計３点。下の活動目

標についてですが、決定した月当たりの活動目標日数が７日で、実際皆さんに８日を目安に

やっていただいたので、（２）の①は７日という目標に対しては８日の実績なので、目標を

上回ったということで６点になります。下の②、月当たりの最適化活動の日数、皆様に８日

クリアしてやっていただいたので、８日という８点になります。ということで、ここの（２）

は６点足す８点、14点を、先ほどの（１）の３点足して合計17点になりますので、上の表

１に当てはめると、15点以上のところに該当して、「目標に対して期待どおりの結果が得ら

れた」という評語を、昨年の実施状況に載せることができます。皆様に頑張っていただいた

おかげで、「期待どおりの結果が得られた」ということで報告できるようになりました。 

  最後なんですが、また真ん中ぐらいの６ページをご覧ください。 

  こちらの６ページにつきまして、１番は総会開催実績、毎月開催しておりますので、この

ような形となっております。２番は３条に基づく許可事務です。３番は４条、５条でござい

ます。この件数が何件あったか、処理はどのぐらいだったか、そのような実績を記載してお

ります。４番の違反転用につきましては、残念ながら解消面積はございませんでした。 

  以上の内容となっております。 

  この内容で差し支えなければ、６月中にホームページのほうに載せたいと考えております。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

  ただいま事務局より令和５年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の

実施状況について説明がございましたが、何かご質問、ご意見等がございましたら、挙手に

て自分の議席番号、氏名を述べて発言をお願いいたします。 

○３番（大塚一宏委員） 点数がいかないと罰則等はありますか。 

○事務局 実は、こちらが国からいただいている補助金に影響しますので、申し訳ないんです
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けれども、７日の目標を８日にしたりとかというようなところで頑張っていただいたおかげ

さまで、今年度の農業委員会交付金というものをしっかりいただくことができるのは、そう

いったようなところにも関係しているというようなところで、ペナルティーというのを持ち

出してはいないんですけれども。 

○議長 委員の皆さんの農地パトロールであったり、功を奏している。 

  ほかにございますか。 

─── 委員より意見なし ─── 

○議長 ないようでしたら、ただいまの内容で６月末までにホームページに公表されるようお

願いいたします。 

  次に、八潮市水道運営委員会の委員の推薦について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料‐２と書いてある八潮市水道運営委員会委員の推薦について（依頼）

という文書をご覧ください。 

  ５月８日付で水道部経営課よりこちらの依頼がございました。 

  依頼文にありますように、水道事業の運営を円滑かつ健全に行うため、広く市民の皆様か

ら意見を聞き、水道事業に関する事項を審議するということを目的に、各団体の皆様から委

員の就任をお願いしているところございます。 

  任期につきましては、今年の７月１日から令和８年６月30日までの２年間、年２回から４

回の会議の開催を予定しているとのことでございます。委員会の詳細につきましては、裏に

記載されているとおりでございます。 

  以上が簡単な説明となりますが、本日この場で１名の方をご選任いただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  なお、現在、農業委員会からは飯山敏行委員にご就任いただいております。よろしくお願

いいたします。 

○議長 それでは、水道運営委員会の委員、これをやってみたいという方がいらっしゃいまし

たら、挙手をお願いいたします。 

  どなたか。 

  ６番、飯山委員。 

○６番（飯山敏行委員） ６番、飯山です。 

  引き続きやらせてもらいます。 

○議長 飯山委員が引き続きやっていただけるということで、お願いをいたします。 

○６番（飯山敏行委員） 農業委員の任期とこれの任期は、ちょうどぴったりですよね。 

○議長 はい、２年です。 

○６番（飯山敏行委員） では、やらせてもらいます。 
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○議長 じゃ、飯山委員にお願いをいたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎転用等届出受理報告 

○議長 次に、次第７、転用等届出受理報告につきまして、事務局より説明をお願いいたしま

す。 

○事務局 続きまして、次第をご覧ください。次第の４ページになりますので、お願いいたし

ます。 

  まず、報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出につきましては、こ

ちらに記載がございますとおり、駐車場３件、住宅敷地１件、資材置場及び駐車場１件の合

計５件の届出を受理いたしました。 

  なお、番号２番及び３番につきましては、届出人の方は同じ方ですが、転用目的が異なる

ため、件数としては２件と扱っております。 

  続いて、５ページ目をご覧ください。 

  ８ページにかけましてございます、報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による

転用届出につきましては、こちらに記載のとおり、住宅敷地９件、共同住宅敷地４件、駐車

場敷地２件の合計15件の届出を受理いたしました。 

  なお、８ページにございます番号13番につきましては令和５年３月16日、また番号15番

につきましては令和５年９月26日に、それぞれ生産緑地の行為制限の解除となった土地にな

ります。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

  それでは、この後、前の時計で40分まで時間を設けますのでご確認ください。その後に、

質問がありましたらお願いをいたします。４ページから８ページでございます。 

  それでは、確認をお願いいたします。 

─── 資料確認 ─── 

○議長 そろそろよろしいでしょうか。 

  転用等届出受理報告について、何かご質問がございましたら、挙手にて自分の議席番号、

氏名を述べてから発言をお願いいたします。 

  ございませんか。 

─── 委員より意見なし ─── 

○議長 なければ、転用等届出受理報告は終わりといたします。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎その他 

○議長 続きまして、次第８のその他にまいります。 

  その他につきましては、依頼事項が２件、報告事項が３件、協議事項が１件ございます。 

  最初に依頼事項、生産緑地の買取り申出に伴う取得のあっせんについて、事務局より説明

をお願いいたします。 

○事務局 資料の３をご覧ください。 

  今回、生産緑地の買取り申出に伴う取得のあっせんについての依頼でございます。 

  こちらは、担当の公園みどり課に生産緑地の買取り申出が来まして、それで、市役所の各

部署に買い取りたい意向があるかどうかを伺いましたところ、市役所の中では買取りを希望

するところがありませんでしたので、農業委員会のほうに取得のあっせんをとの依頼が来た

ものでございます。 

  資料のほう、１ページ目の買取り申出の概要をご説明いたします。 

  生産緑地地区の名称といたしましては、八潮○号、八潮○○－○号、八潮○○－○号、八

潮○○－○号生産緑地でございます。 

  土地の所在及び地番が、○○○字○○○番○、○○番○と○、面積の合計が○○○平米、

買取り希望価格が○○円でございます。 

  １枚めくっていただいて、２ページ目の位置図でございます。 

  地価公示は近傍で八潮○－○を採用しています。 

  隣の３ページ目で詳しい場所のご説明でございます。 

  こちら、○月の総会で主たる従事者の証明をした土地でございまして、○に○○○、○に

○○○がございまして、買取り申出地が①から④となっております。 

  以上、こちらにつきまして、皆さんの担当地区でもし買取りを希望される方がいらっしゃ

いましたら、６月25日までに事務局までご報告いただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

  ただいまの説明につきまして、何かご質問がございましたらお願いいたします。 

  ございませんか。 

─── 委員より意見なし ─── 

○議長 それでは、もし皆様の担当地区で取得を希望される方がいらっしゃいましたら、事務
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局までご報告をお願いいたします。 

  次に、依頼事項２点目、農業者年金受給権者現況届の提出について、事務局より説明をお

願いいたします。 

○事務局 それでは、資料の４をご覧ください。 

  こちらは、農業者年金基金のほうから令和６年度の現況届の提出についてお願いしますと

いうことで、現在年金を受給している方へ、今月末を目安に通知が郵送されております。例

年この時期に農業委員会でご案内しているところですが、この件について、受給者の方から

何かご相談等がございましたら、この現況届に記入をしていただいて、農業委員会の窓口に

持参してくださいとご案内していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

  こちらの通知の裏に記入例が書いてございますので、こちらを参考に記入してくださいと

ご案内してください。毎年やっていることなので恐らく分かると思いますが、受給権者のお

名前、ご住所、生年月日、ご本人が書けないときには代理の方に書いていただいて大丈夫だ

ということで、代理人の方のお名前ですとか続柄を書いていただくようになっております。 

  こちらの提出期限は６月28日までに農業委員会の窓口にとなっておりまして、遅れてしま

ったら、すぐ年金がもらえなくなってしまうというわけではございませんが、なるべく早め

に農業委員会の窓口に提出をしてくださいとお伝えいただければと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長 ありがとうございました。 

  ただいまの年金受給者の現況届について、何かご質問がありましたらお願いいたします。 

  ８番、鈴木委員。 

○８番（鈴木 隆委員） ８番、鈴木です。 

  八潮市で、農業者年金の受給者というのは何名ぐらいいるのか、それをお答えできるかど

うか、ちょっとお聞きしたいです。 

○議長 お願いします。 

○事務局 32名になります。 

○８番（鈴木 隆委員） それぐらいしかいないんだ。 

  分かりました、ありがとうございます。 

○議長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

─── 委員より意見なし ─── 

○議長 それでは、次に、報告事項１件目、働きやすい服装の通年実施（本格実施）について、

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 右肩の資料の５をご覧ください。 
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  市役所では、昨年11月から今年の４月までは、働き方改革の一環で働きやすい服装の通年

実施に向けた試行期間であり、この５月から本格実施にすることについて話合いをしている

最中で、結果については後日ご報告するとお伝えしておりましたが、資料５にありますよう

に、令和６年５月１日から働きやすい服装の通年実施が本格実施となりましたので、皆様に

改めてお伝えするものです。 

  今月の総会の開催通知にも掲載いたしましたが、農業委員会につきましても、今後ノーネ

クタイ等の軽装での出席で結構ですが、本通知を参考に、各自ご判断いただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

  次は、報告事項２件目、枝豆ヌーヴォー祭について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 やしお枝豆まつりについてご説明をさせていただきます。 

  カラーのチラシをご覧ください。 

  本年度で第15回を迎えるやしお枝豆まつりでございますが、当委員会の福岡委員を実行委

員長として、明日の５月25日土曜日、午後３時から６時に開催いたします。また、枝豆大感

謝祭につきましては、６月16日の日曜日、午後３時から７時に開催いたします。 

  会場なんですけれども、例年ですとフレスポ八潮で開催をしていたんですが、今年度はや

しお駅前公園で開催いたします。皆様、ご都合よろしければぜひご来場ください。 

  以上です。 

○議長 ありがとうございました。 

  明日午後３時からということで、明日の天気は良好かと思うんですけれども、暑くならな

ければいいなと思います。 

  次に、報告事項３件目、農業委員会の欠員募集にかかる推薦及び応募の状況について（中

間公表）について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 ご説明いたします。 

  資料の６をご覧ください。 

  農業委員会委員の欠員募集につきましては、令和６年５月１日から５月28日まで募集を行

っておりますが、農業委員会等に関する法律第９条第２項により、同法同施行規則第６条第

１項の規定に基づき、八潮市農業委員会委員の推薦を受けた方及び募集に応募した方に関す

る中間時点で公表することとなっておりますので、ホームページを活用しまして５月18日に

公表いたしました。 

  裏面を見ていただきますと、推薦の上がっている方が記載してございます。 

  なお、現時点では、さいかつ農業協同組合から１名の推薦を受けております。 
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  以上でございます。 

○議長 ありがとうございました。 

  次に協議事項、視察研修行程表（案）について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長 （事務局説明） 

○議長 それでは、おしまいに、次回の日程について、事務局より説明お願いいたします。 

○事務局 次回の総会の日程につきましてですが、令和６年６月25日火曜日午後２時から、本

日と同じ市役所３－４で開催となります。よろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、最後になりますが、皆様から全体を通して何かございましたらお願いをい

たします。 

  事務局からちょっと。 

○事務局 本日、都市農業課で所管しております鉢の会というのがございまして、今３時です

ので、今日は４時まで八潮メセナでさつき展をやっておりますので、皆さんお車で来られて

いますので、もしよろしかったら、展示室になりますので、ご覧になっていただければと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長 ほかにございますか。 

─── 委員より意見なし ─── 

○議長 特にないようでしたら、これにて議長の席を下ろさせていただきます。皆様のご協力

に感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○事務局長 小早川会長、議事の進行、大変お疲れさまでした。 

  また、委員の皆様には慎重審議をしていただき、誠にありがとうございました。 

  それでは、閉会の言葉を鈴木新一会長職務代理よりお願いいたします。 

○会長代理（鈴木新一委員） 慎重審議ありがとうございました。 

  これから間違いなく暑くなると思いますので、体調を崩さないようお気をつけていただき

たいと思います。 

  それでは、以上をもちまして、本日の総会を閉会とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○事務局長 ありがとうございました。 

  これにて散会といたします。大変お疲れさまでした。 
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閉会 午後３時０４分 


